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意見公募によって提出いただいた意見及び反映結果 

 

施 策 案 の 名 称 
取手市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例等の改正

（案） 

意 見 募 集 期 間 令和３年１２月２３日から 令和４年１月３１日まで 

意 見 提 出 者 数        ９人 

提 出 意 見 数        ９件 

意 見 項 目 数       １７件 

意 見 提 出 の 内 訳 

直接窓口へ持参    ４人    ７件 

郵     送    ０人    ０件 

フ ァ ク ス    ０人    ０件 

電 子 メ ー ル    ５人   １０件 

意 見 の 反 映 結 果 

Ａ 案に反映させたもの（反映・修正箇所がわかるもの

を添付） 
０件 

Ｂ 意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの ０件 

Ｃ 今後の取り組みにおいて参考にするもの ４件 

Ｄ 案に反映できないもの １０件 

Ｅ その他（感想・賛否のみなど） ３件 

匿 名 等 に よ る 

意 見 提 出 者 数 
       ０人 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 

※類似の意見に対しては，まとめて市（実施機関）の考え方を掲載したものがある場合は，意見

項目数と一致しません 

※詳細は別紙のとおり 
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提出された意見と市の考え方 
 

番号 
該 当 

ページ 
意見 市（実施機関）の考え方 

反映

区分 

１ １～２ 利用者の減少はコロナウイルス

感染症の影響なのは明白です。私

は入浴施設を利用させていただい

ておりますが、今は営業時間も短

くなっていますので、利用回数が

以前より減っています。以前のよ

うに午後７時までとしていただき

たい。それならば休館日を除き、

毎日利用することができます。延

長を望む多くの声を聞いておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 

改正の対象となる３施設につ

いて、新型コロナウイルス感染

症まん延以前の令和元年度以前

を見ても、利用者は年々減少し

ておりました。また、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受

け、ここ近年では減少がより顕

著になりました。 

一方で、経年劣化による給湯

設備等の故障も多発しているこ

とから、ほぼ毎年、修繕を要し

ている状況でもあり、また、そ

の他設備の経年劣化状況を鑑み

ても、３施設においては今後も

修繕費支出が見込まれます。 

そうした中、可能な限り現在

の施設機能を残しつつ、事業に

要する費用を抑えて継続的なサ

ービスの提供を維持するため、

老人福祉センター等施設の利用

時間の見直しを行うのが本施策

案の趣旨となります。 

施設運営の継続維持のため、

ご理解いただきますようお願い

いたします。 

 

Ｄ 

２ １～２ 令和２年はコロナ感染症対策で

閉館がありましたので、当然利用

者が減るのは当たり前の事でしょ

う。資料を故意に時間短縮に利用

しようとしているように受け取れ

ます。市議会を納得させる資料で

市民目線が職員に欠けている。ま

た、閉館があったにも関わらず経

費が減っていないのはなぜです

か。職員は当然経費削減の義務が

かせられているので前年より多い

のは納得いかないし、職員の経費

節約が見られず内容を公表して市

民に納得してもらうことが職員の

義務では無いでしょうか。 

Ｄ 

３ １～２  施設の利用状況は調査している

が、午後５時から７時までの利用

状況もしっかりと調査してほし

い。新型コロナの影響も大きいと

考えます。今回、条例で運営時間

変更をするには早急すぎます。現

行でも利用状況により時間の変更

はできるので、今回は条例改正は

取りやめて欲しいと思います。 

Ｄ 
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４ １～２  ご利用者の減少を挙げられてい

ますが、その比較として、平成25

年度を100%として、令和元年度の6

年間で、30%から10%ほど減少と書

かれていますが、令和元年度は、

実は新型コロナウイルスにより一

か月間休館しています。それを考

えますと、単純にそれだけ減少と

は言えないような気がします。時

限立法的に、コロナが終息するま

で、時間を短縮して営業するとい

うならば理解はできますが、条例

を改定してまで利用時間の見直し

を検討するということは賛成し兼

ねます。コロナが終息し、それ以

降の利用人数を見てからでも遅く

はないのではないでしょうか。 

条例を変更する所は、第4条の2

項「ただし、市長が必要と認めた

ときは、休館日を変更し、または

臨時に休館することができる」⇒

「ただし、市長が必要と認めたと

きは、利用時間若しくは休館日を

変更し、〜」とすれば良いのでは

ないでしょうか。 

また、この提案をする時は、時

間ごとの利用人数などの情報を入

れるべきではないでしょうか。例

えば、午後5時から7時までの利用

者がほとんどいないのであれば納

得します。是非、議会に提案する

時は時間ごとの利用人数の情報を

入れて欲しいと思います。もしか

したら、その分析をすると、利用

状況が夏季と冬季では違う可能性

があります。特に入浴などでは、

夏季は午前中や夕方、冬季は午後

の暖かい時間に集中しているかも

しれません。そこまで分析して提

案をして欲しいと思います。 

 令和４年２月現在、３施設は

新型コロナウイルス感染症のま

ん延防止のため、通常の利用時

間を午後５時００分までと短縮

しております。 

今回の利用時間の見直しについ

ては、新型コロナウイルス感染

症の影響に加え、施設や設備を

維持するために、事業に要する

経費が増加していることが大き

な理由となります。 

今回、短縮されます午後５時０

０分から午後７時００分の時間

帯については、一定数のご利用

者がいらっしゃると把握してお

ります。ご不便をおかけいたし

ますが、ご理解と引き続きのご

利用をお願い致します。 

Ｃ 
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５ １～２ 反対。21時までにするべき。龍

ヶ崎市、柏市、守谷市、土浦市、

つくば市、坂東市、八千代市など

他市は21時までである。かたらい

の郷は老人福祉センターではない

のだから同じ時間にするべきでは

なく、若い人は仕事帰りに行くの

に17時に終わってしまうといけな

い。 

 

番号１のご意見に対する市の

考え方と同様の考え方となりま

す。ご理解いただきますようお

願いいたします。 

なお、今回の利用時間見直し

にあたり、茨城県内の老人福祉

センターの利用時間について確

認したところ、県内市町村に設

置されているセンターの約８割

が１７時までに利用時間が終了

すると確認しております。ま

た、かたらいの郷については、

「世代間との交流及び高齢者の

生きがいの増進を図る」ことを

設置の目的としております。老

人福祉センターではありません

が、６０歳以上のご利用者が全

体の多くを占めています。引き

続き、若い世代の集客について

も見込めるようイベント立案な

どを指定管理者と協議してまい

ります。 

Ｄ 

６ １～２ かたらいの郷は他の２施設と違

い同じ経費で利用者が他の２施設

の倍以上の利用されています。又

時間をもとに戻せば仕事帰りの利

用者がふえるとおもいます。 

理由、５時過ぎに来館されたが入

館出来ずに帰られた方を多数見か

けた。 

 

Ｄ 

７ １～２ かたらいの時間見直しに反対。夜

が風呂屋で一番もうかるのに朝を

減らすならよいが、夜をなくすの

はおかしい。真面目にやる気があ

るのでしょうか。 

Ｄ 
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８ １～２ 利用料が100円だった時代に比べ

て利用者が減ったとするのも不

当。200円に値上げしたことを隠し

て利用者が減ったと印象操作して

いる。利用料が上がったことも書

かずに時短営業を正当化してい

る。断固反対。 

 

番号１のご意見に対する市の

考え方と同様の考え方となりま

す。ご理解いただきますようお

願いいたします。 

施設利用料金に関しては、「受

益者負担の適正化」という観点

から、平成２２年度と平成２９

年度の二度見直しを行っており

ます。ひきつづき、ご利用者の

利便を考慮しながら、利用料の

ありかたについても、検討して

まいります。 

Ｄ 

９ １～２ 利用者の推移資料を見させて頂き

ますと、平成25年は料金が値上げ

前で平成30年は料金値上げがされ

ていますので利用者が減るのは当

然の成り行きでは無いでしょう

か。資料を作るとき注釈をつける

などの市民目線の配慮がなされて

いません。 

 

Ｄ 

１０ １～２ 市内以外の利用料を300円に下げ

れば有料利用者が増えるとおもい

ます。守谷、龍ヶ崎、土浦、坂東

等市外料金が設定されていない市

町村ではそれぞれ利用者の行き来

があり相乗効果がある。取手市の

場合、市外600円では市外のお客は

来ず、他市町村競争に負けてい

る。 

 

Ｄ 
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１１ １～２ 障害者や独居老人のいこいの場

でありかたらいの郷を利用するこ

とにより認知症予防、リハビリ、

お風呂場での事故防止、ことバス

の利用、運動不足の解消等勘案す

ると3500万円の経費は介護費用、

医療費の抑制、孤独防止及び幸福

度の向上、に寄与すると思いま

す。市民に経費節約を押し付けず

庁舎の職員の創意工夫して利用者

の拡大アイデアをだして3500万円

を捻出してください。 

番号１のご意見に対する市の

考え方と同様の考え方となりま

す。ご理解いただきますようお

願いいたします。 

可能な限り現在の施設機能を

残しつつ、事業に要する費用を

抑えて健康増進や交流の場とし

ての事業を継続するため、老人

福祉センター等施設の利用時間

の見直しを行うのが本施策案の

趣旨となります。 

Ｄ 

１２ １～２ いままでの時間に戻してほし

い。 

番号１のご意見に対する市の

考え方と同様の考え方となりま

す。ご理解いただきますようお

願いいたします。 
  

Ｅ 

１３ １～２ 時間延長をお願いします。 Ｅ 

１４ １～２ 現況の利用状況を見ると時間短

縮はやむを得ない。賛成します。 

Ｅ 

１５ １～２ 広間での会食はコロナの現状で

は規制が当然ですが、平常に戻っ

たならば改めて飲食を認めてほし

い。一部の高齢者のみならず、野

球等のスポーツの後に風呂に入り

汗を流した後、打ち上げをするグ

ループもある。 

いただいたご意見を踏まえ、

施設の利用方法の検討を進めつ

つ、今後も施設の利用促進に努

めてまいります。 

Ｃ 

１６ １～２ Wifiが使えるのにアピールして

おらず、17時にして仕事をしてい

る人の利用を制限しておいて「利

用者が減った」と時短営業を正当

化しているようにしか感じない。

看板やHPでWifi無料をアピールす

れば若者は来るはずである。 

 

ご意見にありました無料Wi-Fi

については、かたらいの郷の指

定管理者がご利用者の利便向上

のために設置したものです。ご

意見のとおり、施設内などでの

利用案内、ＰＲにつとめます。 

いただいたご意見を踏まえ、

今後も施設の利用促進に努めて

まいります。 

Ｃ 

１７ １～２ 綺麗に身体を洗ってから湯舟に

入ってほしい。 

衛生面については、今後もご

利用者への注意喚起を含め適切

な施設管理に努めてまいりま

す。 

Ｃ 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています。 

  


